
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
改
正

一

構
造
計
算
適
合
判
定
資
格
者
検
定
に
係
る
受
検
手
数
料
の
見
直
し

構
造
計
算
適
合
判
定
資
格
者
検
定
に
係
る
受
検
手
数
料
を
三
万
五
千
円
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
の
六
第
一
項
関
係
）

二

窓
そ
の
他
の
開
口
部
を
有
し
な
い
居
室
の
範
囲
の
合
理
化

主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
等
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
窓
そ
の
他
の
開
口
部
を
有
し
な
い
居
室
か
ら
、
避
難
階
又
は
避

難
階
の
直
上
階
若
し
く
は
直
下
階
の
居
室
そ
の
他
の
居
室
で
あ
っ
て
、
当
該
居
室
の
床
面
積
、
当
該
居
室
の
各
部
分
か
ら

屋
外
へ
の
出
口
の
一
に
至
る
歩
行
距
離
並
び
に
警
報
設
備
の
設
置
の
状
況
及
び
構
造
に
関
し
避
難
上
支
障
が
な
い
も
の
と

し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
除
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
十
一
条
第
一
項
関
係
）

三

防
火
区
画
に
関
す
る
規
制
の
合
理
化

１

主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
た
建
築
物
の
二
以
上
の
部
分
が
当
該
建
築
物
の
吹
抜
き
と
な
っ
て
い
る
部
分
そ
の
他

の
一
定
の
規
模
以
上
の
空
間
が
確
保
さ
れ
て
い
る
部
分
（
以
下
１
に
お
い
て
「
空
間
部
分
」
と
い
う
。
）
に
接
す
る
場



合
に
お
い
て
、
当
該
二
以
上
の
部
分
の
構
造
が
通
常
の
火
災
時
に
お
い
て
相
互
に
火
熱
に
よ
る
防
火
上
有
害
な
影
響
を

及
ぼ
さ
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た

も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
二
以
上
の
部
分
と
当
該
空
間
部
分
と
が
特
定
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
て
い
る
も

の
と
み
な
し
て
、
当
該
建
築
物
を
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
区
画
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
第
百
十
二

条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
十
二
条
第
三
項
関
係
）

２

建
築
物
の
一
部
が
建
築
基
準
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
七
条
第
一
項
各
号
、
第
二
項
各
号
又
は
第
三
項

各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
い
、
警
報
設
備
を
設
け
る
こ
と

そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
部
分
と
そ
の
他
の
部
分
と
を
特
定
防
火
設

備
等
で
区
画
し
な
く
て
よ
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
十
二
条
第
十
八
項
関
係
）

四

二
以
上
の
直
通
階
段
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
階
の
範
囲
の
合
理
化

１

第
百
二
十
一
条
第
一
項
（
第
四
号
及
び
第
五
号
（
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
四
号
）
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
階
数
が
三
以
下
で
延
べ
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
建
築
物
の
避
難
階
以

外
の
階
（
階
段
の
部
分
（
当
該
部
分
か
ら
の
み
人
が
出
入
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
便
所
、
公
衆
電
話
所
そ
の
他
こ
れ
ら



に
類
す
る
も
の
を
含
む
。
）
と
当
該
階
段
の
部
分
以
外
の
部
分
（
直
接
外
気
に
開
放
さ
れ
て
い
る
廊
下
、
バ
ル
コ
ニ
ー

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
）
と
が
間
仕
切
壁
若
し
く
は
階
の
用
途
に
応
じ
て
定
め
る
防
火
設
備
で
第
百

十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
構
造
で
あ
る
も
の
で
区
画
さ
れ
て
い
る
建
築
物
又
は
同
条
第
十
五
項
の
国
土
交

通
大
臣
が
定
め
る
建
築
物
の
避
難
階
以
外
の
階
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
二
十
一
条
第
四
項
関
係
）

２

主
要
構
造
部
を
準
耐
火
構
造
と
し
た
共
同
住
宅
の
住
戸
で
そ
の
階
数
が
二
又
は
三
で
あ
り
、
か
つ
、
出
入
口
が
一
の

階
の
み
に
あ
る
も
の
の
当
該
出
入
口
の
あ
る
階
以
外
の
階
は
、
そ
の
居
室
の
各
部
分
か
ら
避
難
階
又
は
地
上
に
通
ず
る

直
通
階
段
の
一
に
至
る
歩
行
距
離
が
四
十
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
百
二
十
一
条
第
一
項
第
六
号

イ
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
当
該
出
入
口
の
あ
る
階

に
あ
る
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
二
十
三
条
の
二
関
係
）

五

排
煙
設
備
に
係
る
規
制
の
合
理
化

建
築
物
の
二
以
上
の
部
分
の
構
造
が
通
常
の
火
災
時
に
お
い
て
相
互
に
煙
又
は
ガ
ス
に
よ
る
避
難
上
有
害
な
影
響
を
及

ぼ
さ
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
部
分
は
、
排
煙



設
備
に
係
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
建
築
物
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
既
存
不
適
格
建

築
物
の
一
部
に
つ
い
て
増
築
等
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
別
の
建
築
物
と
み
な
す
部
分
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
排

煙
設
備
に
係
る
規
定
を
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
二
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
百
三
十
七
条
の
十
四
第
三
号
関
係
）

六

敷
地
内
に
設
け
る
通
路
の
幅
員
の
合
理
化

敷
地
内
に
通
路
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
建
築
物
の
う
ち
、
階
数
が
三
以
下
で
延
べ
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
敷
地
内
の
通
路
の
幅
員
を
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
確
保
す
れ
ば
よ
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
二
十
八
条
関
係
）

七

内
装
制
限
の
対
象
と
な
る
建
築
物
等
の
範
囲
の
合
理
化

居
室
等
の
内
装
を
難
燃
材
料
等
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
第
百
二
十
八
条
の
五
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規

定
は
、
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
避
難
上
支
障
の
あ
る
高
さ
ま
で
煙
又
は
ガ
ス
の
降
下
が
生
じ
な
い
建
築
物
の
部
分
と
し

て
、
床
面
積
、
天
井
の
高
さ
並
び
に
消
火
設
備
及
び
排
煙
設
備
の
設
置
の
状
況
及
び
構
造
を
考
慮
し
て
国
土
交
通
大
臣
が

定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
二
十
八
条
の
五
第
七
項
関
係
）



八

避
難
安
全
検
証
法
の
見
直
し

１

居
室
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
で
、
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防

火
設
備
で
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
構
造
で
あ
る
も
の
で
区
画
さ
れ
た
部
分
（
二
以
上
の
階
に
わ
た

っ
て
区
画
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
以
下
八
に
お
い
て
「
区
画
部
分
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
区
画
部
分
で
火
災

が
発
生
し
た
場
合
に
当
該
区
画
部
分
に
存
す
る
者
の
全
て
が
避
難
を
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
区
画
部
分
の
各
居
室

等
に
お
い
て
、
煙
又
は
ガ
ス
が
避
難
上
支
障
の
あ
る
高
さ
ま
で
降
下
し
な
い
こ
と
が
検
証
さ
れ
た
場
合
に
、
当
該
区
画

部
分
に
つ
い
て
、
第
百
二
十
六
条
の
二
、
第
百
二
十
六
条
の
三
及
び
第
百
二
十
八
条
の
五
（
第
二
項
、
第
六
項
及
び
第

七
項
並
び
に
階
段
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。（

第
百
二
十
八
条
の
六
関
係
）

２

区
画
部
分
、
階
又
は
建
築
物
の
各
居
室
等
に
つ
い
て
、
当
該
居
室
等
で
火
災
が
発
生
し
て
か
ら
当
該
居
室
又
は
当
該

区
画
部
分
、
当
該
階
若
し
く
は
当
該
建
築
物
か
ら
の
避
難
を
終
了
す
る
ま
で
に
要
す
る
時
間
の
計
算
方
法
を
国
土
交
通

大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
二
十
八
条
の
六
、
第
百
二
十
九
条
及
び
第
百
二
十
九
条
の
二
関
係
）

３

全
て
の
者
が
避
難
を
終
了
す
る
ま
で
に
要
す
る
時
間
が
経
過
し
た
時
に
お
い
て
、
区
画
部
分
、
階
又
は
建
築
物
に
お



い
て
発
生
し
た
火
災
に
よ
り
生
じ
た
煙
又
は
ガ
ス
の
高
さ
が
、
当
該
区
画
部
分
、
当
該
階
又
は
当
該
建
築
物
の
各
居
室

等
に
お
い
て
、
避
難
上
支
障
の
あ
る
高
さ
を
下
回
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
検
証
方
法
を
追
加
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
第
百
二
十
八
条
の
六
、
第
百
二
十
九
条
及
び
第
百
二
十
九
条
の
二
関
係
）

九

遊
戯
施
設
の
客
席
部
分
に
係
る
構
造
基
準
の
具
体
化

遊
戯
施
設
の
客
席
部
分
の
構
造
に
つ
い
て
、
客
席
に
い
る
人
が
他
の
構
造
部
分
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
危
害
を
受
け
る

お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
四
十
四
条
第
一
項
第
三
号
ロ
関
係
）

十

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

附
則

一

こ
の
政
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
四
条
関
係
）


